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第４章  計画提案の手続  

 

１ 市町村地域防災計画に地区防災計画を規定する方法  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区防災計画制度は、市町村と地域コミュニティが綿密に連携して、地域の意向

を踏まえつつ、地域の防災力を高めることを想定しています。 

  そのため、①日頃より市町村と地域コミュニティが連携して活動を行っており、

その連携を強めるため、地区の意向を踏まえつつ、市町村防災会議の判断で、地域

コミュニティにおける防災活動に関する計画を地区防災計画として市町村地域防

災計画に規定することを想定しています（災害対策基本法第 42条第３項）。                                           

  また、上記①がなされない場合に、②地域コミュニティの地区居住者等が、市町

村地域防災計画に抵触しないような地区防災計画の素案を作成して、市町村防災会

議に対して提案を行い（計画提案）、それを受けて市町村防災会議が、市町村地域

防災計画に地区防災計画を定める場合があります（同法第 42条の２）。 

  

地区防災計画を規定する方法としては、①市町村防災会議が、地域の意向を

踏まえつつ、地域コミュニティにおける防災活動計画を地区防災計画として市

町村地域防災計画に規定する場合、②地域コミュニティの地区居住者等が、地

区防災計画の素案を作成して、市町村防災会議に対して提案を行い（計画提

案）、その提案を受けて市町村防災会議が、市町村地域防災計画に地区防災計

画を定める場合があります。                        
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２ 計画提案の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画提案を行うためには、当該地区において防災活動を行う地区居住者等が提案

書を作成し、地区防災計画の素案とともに市町村防災会議に提案することが必要に

なります。 

また、自主防災組織等において、計画に基づく防災活動についてメンバーの理解

が十分に得られており、実際に防災活動を実施できる体制にある場合には、自主防

災組織等の役員等が、共同して計画提案を行うことも可能です。 

地区防災計画では、単に計画が作成されるだけではなく、計画に基づいて活動が

実践されることを重視していることから、計画提案を行う方々には、地区防災計画

に基づいて行われる防災活動をしっかり行っていただきたいと考えており、実際に

活動体制が機能するか、活動の実効性があがることが重要です。 

なお、計画提案に当たっては、当該地区の地区居住者等であることを証明するた

めに住民票、法人の登記事項証明書等が必要になります（災害対策基本法施行規則

第１条）。 

  計画提案が行われた場合には、市町村防災会議が、当該計画を市町村地域防災計

画に規定する必要があるか否か判断することになり、必要がないと判断した場合は、

その理由を提案者に通知することになります（図表 14参照）。 

  

計画提案は、地域コミュニティにおいて実際に防災活動を行う地区居住者等

が、地区防災計画の素案を作成して、共同して、市町村防災会議に提案を行う

制度です。 

また、自主防災組織等において、計画に基づく防災活動についてメンバーの

理解が十分に得られており、実際に防災活動を実施できる体制にある場合に

は、自主防災組織等の役員等が、共同して計画提案を行うことも可能です。 

計画提案に対しては、市町村防災会議が、市町村地域防災計画に規定する必

要があるか否かを判断し、必要がないと判断した場合は、その旨及びその理由

を提案者に通知することになります。 
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図表 14 計画提案の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜コラム＞ 計画提案制度について 
 

防災の分野で計画提案制度を採用するのは、今回の地区防災計画制度が初めて

ですが、計画提案制度自体は、平成 14年の都市再生特別措置法制定及び都市計画

法改正により初めて創設されました。 

その背景としては、近年、住民やまちづくり NPO 等が主体となったまちづくり

の取組が各地で見られるところ、都道府県又は市町村が全体的な観点から制約を

かけるのみならず、地域住民が市町村に向けてボトムアップ型で提案ができる制

度の創設が求められたということがあります。なお、その後、他の法律でも同じ

ような仕組みが設けられるようになりました。 

地区防災計画制度も、これらの先行的な計画提案の仕組みを参考に作られまし

た。 
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３ 計画提案に当たっての留意事項  

 

 

 

 

 

 

市町村防災会議においては、計画提案の趣旨を踏まえ、計画提案が行われた場合

には、地区居住者等からの発意を積極的に受け止めていく姿勢が望まれていますが、

地区防災計画は、市町村地域防災計画に位置付けられるものですので、それにふさ

わしい内容や活動範囲が必要になります。 

例えば、極めて対象範囲が限定された防災計画のようなものが計画提案として市

町村防災会議に提案された場合には、一般には、市町村地域防災計画に位置付ける

のになじまないと判断されることが想定されます。  

計画提案の素案を作成するに当たっては、地区防災計画は、市町村地域防災

計画に位置付けられるものですので、それにふさわしい内容や活動範囲が必要

になることに留意する必要があります。                    
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３ 計画の見直し 

 

 

 

 

 

防災訓練の検証結果等を踏まえ、PDCAサイクルに従って、毎年の市町村地域防災

計画の見直し等と連動する形で、定期的に地区居住者等が計画の見直し案を提案す

る等地区防災計画について見直しを行うことが望まれます。 

具体的には、地域防災力を高め、地域コミュニティを維持・活性化するため、活

動の対象範囲や活動体制(役割分担)を変える必要はないか、地区における重要なこ

とに変化はないか、長期的な活動予定に変更はないか、実際の活動が実体のあるも

のになっているか、防災訓練、備蓄等の事前対策、教育・訓練等が十分に行われて

いるか等について、１年に１回以上見直すことが大切です。 

なお、計画提案の制度では、地区居住者等によるユニークな計画をできるだけ市

町村地域防災計画に盛り込むことができるようにしていますが、定期的な計画の見

直しを通して、内容が古くなったり、形骸化した計画については、積極的に修正・

廃止等を行うことを想定しています（図表 17参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

防災訓練の検証結果等を踏まえ、PDCAサイクルに従って、定期的に地区防災計

画について見直しを行うことが望まれます。 

＜コラム＞ PDCAサイクルについて 

 

地区防災計画の作成を通して、地域防災力を向上させるためには、「地区の特性

と想定される災害の整理及び地区防災計画の作成（PLAN）」、「緊張感を持たせた訓

練の実施、防災意識の啓発を組み込んだ幅広いイベントの推進等（DO）」、「訓練・

イベント終了後の成果発表と状況確認、評価、問題点のチェック等（CHECK）」、「地

区防災計画、防災訓練等の見直し・改善のための行動等（ACTION）」という PDCAサ

イクルにより、機能を高めながら、実践的な行動へと結び付けることが重要になり

ます。 

この PDCA サイクルを繰り返して、計画の見直しや改定を行う仕組みを構築する

必要があります。 
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図表 17 計画の見直し 

 

 

 

  
＜コラム＞ 米国の CERT（Community Emergency Response Teams）について 

 

 CERTは、我が国の自主防災組織の仕組みを参考に、1985年にロサンゼルス市消

防局によって考案された地域コミュニティにおける災害対策のための制度で、そ

の後大きく発展し、全米で採用されるとともに、各国の制度づくりに大きな影響

を与えています。 

この CERTは、米国では、地縁による組織の設立が困難であるため、地域の防災

ボランティアの育成という形で開始され、定着しています。CERTの組織等では、

米国の災害現場における管理手法等を標準化したマネジメントシステムであるイ

ンシデント・コマンド・システム（ICS)がベースとなっており、行政と効果的に

連携しています。 

 

（自治体国際化協会（2013）参照） 
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２ 関係条文等  

 

○災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）（抄） 

 （市町村地域防災計画） 

第四十二条 １・２ （略） 

３ 市町村地域防災計画は、前項各号に掲げるもののほか、市町村内の一定の地区内

の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者（以下この項及び次条において「地

区居住者等」という。）が共同して行う防災訓練、地区居住者等による防災活動に

必要な物資及び資材の備蓄、災害が発生した場合における地区居住者等の相互の支

援その他の当該地区における防災活動に関する計画（同条において「地区防災計画」

という。）について定めることができる。 

４～７ （略） 

 

第四十二条の二 地区居住者等は、共同して、市町村防災会議に対し、市町村地域防

災計画に地区防災計画を定めることを提案することができる。この場合においては、

当該提案に係る地区防災計画の素案を添えなければならない。 

２ 前項の規定による提案（以下この条において「計画提案」という。）は、当該計

画提案に係る地区防災計画の素案の内容が、市町村地域防災計画に抵触するもので

ない場合に、内閣府令で定めるところにより行うものとする。 

３ 市町村防災会議は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏ま

えて市町村地域防災計画に地区防災計画を定める必要があるかどうかを判断し、そ

の必要があると認めるときは、市町村地域防災計画に地区防災計画を定めなければ

ならない。 

４ 市町村防災会議は、前項の規定により同項の判断をした結果、計画提案を踏まえ

て市町村地域防災計画に地区防災計画を定める必要がないと決定したときは、遅滞

なく、その旨及びその理由を、当該計画提案をした地区居住者等に通知しなければ

ならない。 

５ 市町村地域防災計画に地区防災計画が定められた場合においては、当該地区防災

計画に係る地区居住者等は、当該地区防災計画に従い、防災活動を実施するように

努めなければならない。 

 

 

○災害対策基本法施行規則（昭和 37年総理府令第 52号）（抄） 

（地区居住者等による提案） 

第一条 災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「法」という。）
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第四十二条の二第二項の規定により共同して計画提案を行おうとする者は、その全

員の氏名及び住所（法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地）を記載

した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村防災会議に提出しなければ

ならない。 

一 地区防災計画の素案 

二 計画提案を行うことができる者であることを証する書類 

 

 

（参考） 

○消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 

（平成 25年法律第 110号）（抄） 

第二章 地域防災力の充実強化に関する計画 

第七条 市町村は、災害対策基本法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画

において、当該市町村の地域に係る地域防災力の充実強化に関する事項を定め、そ

の実施に努めるものとする。 

２ 市町村は、地区防災計画（災害対策基本法第四十二条第三項に規定する地区防災

計画をいう。次項において同じ。）を定めた地区について、地区居住者等（同条第

三項に規定する地区居住者等をいう。次項において同じ。）の参加の下、地域防災

力を充実強化するための具体的な事業に関する計画を定めるものとする。 

３ 地区防災計画が定められた地区の地区居住者等は、市町村に対し、当該地区の実

情を踏まえて前項に規定する事業に関する計画の内容の決定又は変更をすること

を提案することができる。 

 

 

 

 

 

  


